
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について

令和８年３月

岐阜県障害福祉課

※本資料の内容は、現時点の国が公表等している情報を基に作成しています。
詳細については、国が示す報酬告示・留意事項通知・ＱＡ等をご確認ください。

共通編

資料①ー２
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内 容

１．処遇改善加算の拡充

（対象：全サービス）

２．就労移行支援体制加算の見直し

（対象：生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労継続支援（Ａ・Ｂ型））

３．就労継続支援Ｂ型の基本報酬区分の基準の見直し

（対象：就労継続支援Ｂ型）

４．応急的な報酬単価の特例

（対象：就労継続支援Ｂ型・共同生活援助・児童発達支援・放課後等デイサービス）
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１．処遇改善加算の拡充
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１.令和８年度からの算定要件見直し事項

見直し事項等 見直し内容

加算Ⅰ・Ⅱに追加される要件

右の①又は②のいずれかを満たすこと

①キャリアパス要件Ⅳ（改善後の年額賃金要件）
経験・技能のある障害福祉人材のうち１人以上は、賃金改善後
の賃金の見込額が年額460万円以上であること。

（現行：440万円 → 改正後：460万円）

②職場環境等要件
区分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以上・⑱は必
須）の取組 を実施し、合計14以上の取組を実施すること。

（現行：合計13以上 → 改正後：合計14個以上）

加算Ⅲ・Ⅳに追加される要件  職場環境等要件
区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は２つ以上）の取組
を実施し、合計８以上の取組を実施すること。

（現行：合計7以上 → 改正後：合計8個以上）

２.令和８年度特例要件

右のア・イのいずれか及びウを満たす
こと

ア 職場環境等要件の生産性向上に関する取組を５つ以上（⑱㉑必須）

イ 社会福祉連携推進法人に所属していること

ウ 加算Ⅱロ相当の加算額の２分の１以上を月給賃金で配分

※ 上記１・２（イを除く）については、処遇改善計画書提出時は、令和８年度中の対応の誓約で可。
実績報告書提出時に確認し、未対応が確認された場合は加算額の一部又は全部を返還。
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Ｒ８特例要件

A ＢＣ
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令和８年４・５月分を申請する事業者

令和７年度から継続して処遇改善加算を申請する事業者（加算区分を変更する場合を含む。）
令和８年４月又は５月から新たに処遇改善加算を申請する事業者

→ 令和８年６月以降の処遇改善計画とあわせて、令和８年４月１５日（水）までに①②を提出
（加算区分に変更がない場合は、②の提出は不要です）

令和8年度処遇改善計画書等の提出期限について

処遇改善計画書 （様式2-1，2-2）

特別事情届出書 （必要な場合のみ）
オンライン申請フォーム

提出書類 提出方法 提出期限（原則）

算定を開始する月の
前々月の末日まで

② 郵送
算定を開始する月の

前月１５日まで

①

体制届出書 ・ 総括表
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令和８年６月から新規に加算を申請する事業者

提出書類① （処遇改善計画書・特別事情届出書） 令和８年６月１５日（月）までに提出
提出書類② （体制届出書 ・ 総括表） 令和８年５月１５日（金）までに提出
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【注意】 処遇改善計画書等の提出先について

岐阜市 岐阜市役所 障がい福祉課
全サービス

（障害児入所施設を除く）
岐阜市

市町村 各市町村 担当課県内市町村（岐阜市除く） 計画相談・障害児相談

岐阜圏域
岐阜地域福祉事務所
（OKBふれあい会館内）

事業所所在地 提出先 サービス

全サービス
（計画相談・障害児相談を除く）

県庁 障害福祉課

県

指定権者

西濃・中濃・東濃・飛騨圏域

※ 提出先が県以外の事業所は、各指定権者に提出先や提出期限を確認してください。
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複数の事業所を運営している場合の提出先について

大垣市
（就労継続支援Ａ型）

県（障害福祉課）

事業所所在地（ｻｰﾋﾞｽ） 指定権者 提出先

県庁 障害福祉課

県（岐阜地域福祉事務所）

１

例

瑞穂市
（放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

岐阜市
（就労継続支援Ａ型）

岐阜市

県庁 障害福祉課県（障害福祉課）

２
大垣市

（放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

岐阜市 障がい福祉課

大垣市
（障害児相談支援）

大垣市 大垣市 担当課

県（岐阜地域福祉事務所）

３
瑞穂市

（生活介護）
岐阜地域福祉事務所

※ それぞれの指定権者（市、県庁障害福祉課、岐阜地域福祉事務所）に提出

※ 指定権者が県障害福祉課と県岐阜地域福祉事務所の両者の場合は、県庁障害福祉課に提出
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（参考） 障害福祉分野における協働化等の取組について
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２．就労移行支援体制加算の見直し
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３．就労継続支援Ｂ型の基本報酬
区分の基準の見直し
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■令和８年４・５月分の基本報酬区分

基本報酬区分の変更 提出期限 提出書類

R7工賃実績等に伴う変更　あり R8.4.15 体制様式（届出書・総括表・別紙40）

R7工賃実績等に伴う変更　なし － －
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「変わらない又は下がっていることが分かる書類」
の具体例については、現在国に確認中であり、回答
があり次第、別途お知らせします。
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４．応急的な報酬単価の特例
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圏域 市町村名 特別豪雪地帯 辺地 振興山村 特定農山村 過疎

山県市 ○　※ ○ ○　※ ○　※

瑞穂市 ○　※

本巣市 ○　※ ○ ○　※ ○　※

大垣市 ○　※ ○ ○　※

海津市 ○　※ ○　※

垂井町 ○　※

関ケ原町 ○ ○ ○

揖斐川町 ○　※ ○　※ ○ ○　※ ○

関市 ○　※ ○ ○　※ ○　※

美濃市 ○　※ ○

郡上市 ○　※ ○ ○ ○

美濃加茂市 ○　※

可児市 ○　※

川辺町 ○　※

七宗町 ○ ○ ○

八百津町 ○　※ ○ ○ ○

白川町 ○　※ ○ ○ ○

東白川村 ○ ○ ○

御嵩町 ○　※

厚生労働大臣・こども家庭庁長官が定める地域

岐阜

西濃

中濃
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圏域 市町村名 特別豪雪地帯 辺地 振興山村 特定農山村 過疎

多治見市 ○　※

瑞浪市 ○　※ ○

土岐市 ○　※

中津川市 ○　※ ○ ○　※ ○　※

恵那市 ○　※ ○ ○　※ ○　※

高山市 ○　※ ○　※ ○ ○　※ ○　※

飛騨市 ○　※ ○　※ ○ ○ ○

下呂市 ○　※ ○ ○ ○

白川村 ○ ○　※ ○ ○

※は、市町村区域内の一部区域（詳細は「岐阜県地域便覧」を参照）

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/1434.html

厚生労働大臣・こども家庭庁長官が定める地域

東濃

飛騨
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就労継続支援Ｂ型、共同生活援助（介護サービス包括型・日中サービス支援型）、
児童発達支援、放課後等デイサービス
※共生型サービス・基準該当サービスを除く

対象サービス

事業所全体が
適用対象外と
なる加算・
基本報酬

※

就労継続支援Ｂ型

共同生活援助

児童発達支援

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）
高次脳機能障害者支援体制加算

主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬

医療連携体制加算（Ⅳ）

重度障害者支援体制加算（Ⅰ・Ⅱ）
医療的ケア対応支援加算
医療連携体制加算

利用者単位で
適用対象外と
なる加算・
基本報酬

※

就労継続支援Ｂ型

共同生活援助

児童発達支援 医療的ケア区分による基本報酬（医療的ケア区分１～３）
強度行動障害児支援加算（Ⅰ・Ⅱ）
人工内耳装用児支援加算
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

※ 適用対象外となる加算・基本報酬を１日以上算定している場合に、当該算定月の報酬単価について、
応急的な報酬単価の適用対象外となる。

重度障害児者への配慮（応急的な報酬単価の適用対象外）について
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はい

いいえ

はい
いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

令和８年６月以降に新規に対象サービス

の指定を受けた

主たる事業所の所在地が「厚生労働大臣・

こども家庭庁長官が定める地域」内にある

「自治体の公募によりサービスが不足する

　地域に設置する事業所」に該当する

「自治体から補助等の経済的支援を得て

　設置する事業所」に該当する

「事業譲渡や吸収合併等により、指定手続

の簡略化や報酬上の実績の通算等を行った

事業所」に該当する

「主として重症心身障害児を通わせる事業

　所」に該当する

「事業所全体が適用対象外となる加算・基

　本報酬」を算定している

「利用者単位で適用対象外となる加算・基

　本報酬」を算定している。

利用者ごとに応急的な報酬単価の

適用・適用外を確認して算定

事業所全体が応急的な報酬単価

を適用して算定

事業所全体が

「応急的な報酬単価の適用対象外」

（通常の報酬単価で算定）

はい

はい

はい

はい

はい

はい
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